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１ 実施計画について 

(１)  彦根市行政改革大綱実施計画の趣旨 

 本市では、平成 8 年 3 月に「彦根市行政改革大綱」を策定して以来、時々の社会情勢や財政状況に応じ
た行財政改革に取り組んでまいりました。 
 一方で社会情勢の変化に伴い、人口減少や少子高齢化の進行、財源不足への対応、働き方・業務改革の
推進および国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の開催など様々な課題も顕在化しており、これ
らに対する柔軟な対応が求められています。 
 このような状況の中、さらなる行財政改革に取り組むため、令和元年 11 月に「彦根市行政改革大綱第
5 次」を策定し、長期にわたり持続可能な行財政経営基盤を確立した上で、不断の行財政改革に取り組み、
市民サービスの質的向上と活力あるまちづくりを実現することとしました。 
 本計画においては、この「彦根市行政改革大綱第 5 次」における目標を達成するため、今後取り組む行
財政運営の具体的な方針や取組を示すものです。 
 

(２)  計画期間 

 この計画の取組期間は、令和元年度から令和 5 年度までとします。 
 

(３)  進捗管理 

 本計画における取組事項について、効果を毎年検討しその結果を公表するとともに、状況に応じ改善
を加えプログラムの見直しを行うなど積極的な進捗管理を行います。 
 

(４)  中間見直し 

 策定から一定期間が経過したことから、令和 4 年 3 月末を基準として計画の中間見直しを行います。 
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２ 取組事項 

 彦根市行政改革大綱第 5 次の第 3 章推進事項について、具体的な実施計画を設定し計画的な推進を図
ります。 

(１)  行政改革大綱と実施計画の体系図 

項目 担当課 頁 

 ⅰ 財政運営の健全化 
中期財政計画に基づく予算編成 総務部財政課 6 
外部有識者からの意見を踏まえた事業等に関する見直しの推進 総務部働き方・業務改革推進

課・各課 

7 

公共施設等総合管理計画の推進 総務部働き方・業務改革推進

課・各施設所管課 

8 

中期財政計画に基づく経営利益の黒字化と定着 市立病院経営戦略室 9 
第 3 期中期経営計画(経営戦略)の推進 上下水道部上下水道総務課・

上下水道業務課・上水道工務

課 

11 

公共下水道事業第 6 期経営計画の策定 上下水道部上下水道総務課・

上下水道業務課・下水道建設

課 

12 

休日急病診療所の利用促進 福祉保健部健康推進課 12 
ⅱ 民間活力の導入 

総合窓口化とアウトソーシングの方針の推進 市民環境部ライフサービス

課・総務部人事課・各課 

13 

特別史跡彦根城跡維持管理の民間委託 歴史まちづくり部文化財課 14 
庁舎維持管理の包括民間委託の検討 総務部公有財産管理課 14 
がん検診の受診者数の増加に向けた検診の民間委託 福祉保健部健康推進課 15 
生活支援体制整備事業における第 1 層・第 2 層支え合い推進員業務の民間委

託 

福祉保健部医療福祉推進課 16 

地域包括支援センター業務の民間委託 福祉保健部医療福祉推進課 17 
公立保育所における直営業務の委託化 子ども未来部幼児課 17 
官民連携による都市公園の整備 歴史まちづくり部都市計画

課 

18 

学校用務員に関する直営業務の委託化 教育委員会事務局教育総務

課 

19 

Ⅰ 
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な 
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彦根市文化・スポーツ交流センターの指定管理者制度の管理・運営 文化スポーツ部スポーツ振

興課・新市民体育センター整

備推進室 

 19 

直営公民館への指定管理者制度導入 教育委員会事務局生涯学習

課 

 20 

ⅲ 受益者負担の適正化 

公立保育所・こども園の延長保育料の徴収 子ども未来部幼児課  21 
外部有識者からの意見を踏まえた事業等に関する見直しの推進（再掲） 総務部働き方・業務改革推進

課・各課 

 21 

ⅳ 財政指標の健全性の確保 

財政指標の健全性の確保（実質公債費比率について） 総務部財政課 22 

財政指標の健全性の確保（地方公会計の活用） 総務部財政課 22 

財政指標の健全性の確保（将来負担比率） 総務部財政課 23 

ⅴ 歳入確保策の積極的な展開 

未収金対策の強化 各課 24 
「ひこにゃん」商標の有償使用の拡大 歴史まちづくり部ひこにゃ

んブランド推進室 

26 

広報ひこね発行事業、ホームページ事業での収入確保 企画振興部シティプロモー

ション推進課 

26 

職員事務用パソコンへの広告表示による歳入の確保 企画振興部情報政策課 27 
「納税通知書用封筒裏面」への広告収入の確保 総務部税務課 27 
「広告入り窓口封筒」および「オリジナル婚姻届」の無償提供、「広告モニタ

ー付き窓口案内システム」による広告収入の確保 

市民環境部ライフサービス

課 

28 

休日急病診療所事業の診療収入の増収の取組 福祉保健部健康推進課 29 
基金の運用収益の確保 出納室 29 
ネーミングライツ導入の推進 総務部働き方・業務改革推進

課・文化スポーツ部スポーツ

振興課・新市民体育センター

整備推進室・各課 

30 

ふるさと納税 PR 強化 企画振興部まちづくり推進

課 

31 

企業版ふるさと納税 総務部働き方・業務改革推進

課・各課 

32 

彦根市スポーツ・文化交流センターにおける寄附の募集 文化スポーツ部スポーツ振

興課・新市民体育センター整

備推進室 

32 

普通財産の売却 総務部公有財産管理課 33 
 「広告付き庁舎案内板」の設置による財源（広告料収入）の確保 総務部公有財産管理課 33 
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ⅰ 持続可能な行政運営の確立 

働き方改革プログラムの推進 総務部働き方・業務改革推進

課 

34 

超過勤務時間の削減と業務の効率化 総務部人事課・働き方・業務

改革推進課 

 35 

ICT 基盤整備による業務の効率化 企画振興部情報政策課  36 
小中学校における教職員の長時間勤務の縮減 教育員会事務局学校教育課・

学校 ICT 推進課 

37 

総合窓口化とアウトソーシングの方針の推進（再掲） 市民環境部ライフサービス

課・総務部人事課・各課 

37 

証明書発行コーナー（福祉センター1 階）の開設 市民環境部ライフサービス

課 

38 

関係機関と連携したＥＢＰＭモデルの開発研究 企画振興部企画課 39 
AI や RPA などの導入検討 企画振興部情報政策課・各課  40 
人材育成基本方針実施計画に基づく人材育成 総務部人事課  41 
保健師の人材育成 福祉保健部健康推進課  42 
在宅勤務の実施に伴う環境整備および制度の定着に向けた取組 企画振興部情報政策課・総務

部人事課・働き方・業務改革

推進課 

43 

ⅱ 市民サービス向上のための施策の推進 

キャッシュレス化に向けた取組 市民環境部ライフサービス

課・各課 

 44 

住民異動受付支援システムの検討 市民環境部ライフサービス

課 

 44 

総合窓口化とアウトソーシングの方針の推進（再掲） 市民環境部ライフサービス

課・総務部人事課・各課 

 44 

自治会長合同説明会の動画配信 企画振興部まちづくり推進

課 

45 

押印の廃止等による行政手続の簡素化および電子化に関する検討 市長直轄組織行政デジタル

推進課・企画振興部情報政策

課・総務部働き方・業務改革

推進課 

46 

 

ⅰ 透明性の高い行財政運営の推進 

「市政への意見・提言」の実施 企画振興部まちづくり推進

課 

 47 

意見公募手続の推進 企画振興部まちづくり推進

課 

 47 

違反対象物公表制度の実施 消防本部予防課  48 
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ⅱ 市民との協働による市政の推進 

彦根市シティプロモーション戦略の推進 企画振興部シティプロモー

ション推進課 

 49 
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(２) 実施計画 

Ⅰ 健全な財政基盤の確立 

ⅰ 財政運営の健全化 

取組項目 中期財政計画に基づく予算編成 担当課 総務部財政課 

現状と課題 

令和元年度予算編成から導入した枠配分方式による予算編成を 3 年間継続したこと、市長の交代が

あったこと等を踏まえ、改めてすべての事業を見直すため、令和 4 年度予算編成では、一件査定方式

を採用し、さらなる事業精査に向けた効果的な手法等の検討を行い、引き続き歳出の事業費の見直し

を行う必要がある。また、国等の動向や景気の変動を的確に捉え、歳入の確保にも努めていかなけれ

ばならない。 

取組内容 

歳入 

①市が管理する公有財産の有効活用を図るほか、ネーミングライツの広告料等の収入確保の推進を図

るなど、新たな財源の掘り起こしに努める。 

②ふるさと納税、企業版ふるさと納税およびクラウドファンディングの制度を活用し、歳入の確保に

努める。 

③彦根城および彦根城博物館の業務委託先である民間企業を活用して、観覧料等の収入増加を図る。 

歳出 

④業務の委託化、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進等により効率化を推進し、時 

間外勤務の縮減を図る。 

⑤特別会計については、独立採算の原則を踏まえ、事務事業の見直しを行い、一般会計からの繰出金

の縮減を図る。 

⑥実施予定事業の延伸、中止を含め、事務事業の見直しを行い、経費の縮減を図る。 

⑦市単独の補助金等は、公益性や有効性を再検証し、交付目的や交付期間を再検証する。 

目標 

令和 5 年度～令和 8 年度(令和 4 年度比) 

目標増収額(単位：百万円) 

①各年度+10 

②各年度+50 

③R6∼R8 年度+50 

目標歳出削減額(単位：百万円) 

④各年度△5％ 

⑤各年度△53 

⑥各年度△360～△510 

⑦各年度△10 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

中期財政計画に

基づく予算編成 

     
    実施 
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取組項目 
外部有識者からの意見を踏まえた事業等に関する見直しの

推進 
担当課 

総務部働き方・業務改革推

進課・各課 

現状と課題 
市が行っている事業や補助金、また各施設の負担金や減免規程等については社会情勢の変化や市民

ニーズに応じた見直しを常に行う必要がある。 

取組内容 

・外部有識者からの意見聴取の実施 

・各担当課による見直しの実施 

・令和 2 年度は見直しの準備期間とし、財務分析や職員研修を実施した。 

・令和 3 年度は令和 3 年度当初予算を基本とした全事業について見直しを実施した。 

 見直しを行う事業のうち、11 事業について外部有識者による意見聴取を実施した。 

目標 

外部有識者からの意見を参考にしつつ、必要に応じた見直しを行い、持続可能な行財政運営の実施

に努める。 

【見直しの検討】 

  令和４年度 20 事業（補助金等） 

  令和５年度 20 事業（補助金等） 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

外 部 有 識 者 か

らの意見聴取 

   
  

見直しの実施            

 
  

検討 実施 

実施 検討 
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取組項目 公共施設等総合管理計画の推進 担当課 
総務部働き方・業務改革推

進課・各施設所管課 

現状と課題 

今後、市が所有する多くの公共施設等の更新時期が集中し、その更新費用が大きな負担となること、

また、施設需要の変化が見込まれることなどを踏まえ、「彦根市公共施設等総合管理計画」に基づき、

市民サービスに必要な機能を確保しつつ、安全・安心な公共施設マネジメントを確立する必要がある。 

令和 3 年度の改訂内容を踏まえ、各個別施設計画の施策の進捗状況を共有し、施設の複合化・集約

化などを市全体としてマネジメントする PDCA サイクルのあり方を検討する必要がある。 

取組内容 

・「事後保全型管理」から「予防保全型管理」への転換の推進 

・コスト縮減やサービスの向上につながる事業手法の検討 

・受益者負担の見直しや民間活力の導入など施設運営の見直し 

・市全体の公共施設マネジメントの進捗管理を行うため、PDCA サイクルの検討を行う。 

目標 

施設利用者である市民を基準にすべきであると考えることから、公共建築物の建替え時に総量の見

直しを行うこととし、30 年後の令和 27 年時点の市民一人当たりの延床面積を平成 26 年度末時点の

水準で維持する。 

令和 3 年度の計画改訂では、当初目標とした延床面積の削減は達成しているものの、新たな施設サ

ービスが生じていることから、目標値を以下に変更した。 

【目標値】（変更前） 

令和 7 年度における総延床面積の削減率 1.4％ 

（令和 5 年度においては削減率 1.3％） 

【目標値】（変更後） 

市民一人当たり延床面積 3.22 ㎡/人（平成 26 年度末時点）を維持し、令和 27 年度末時点の総延床面

積を 344,724 ㎡とする。（令和 7 年度までに延床面積削減の具体的な道筋を検討） 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計画の推進 

     

公 共 施 設 等 総

合 管 理 計 画 の

見直し（令和 3

年度改定） 

 
 

 

  

個 別 施 設 計 画

の策定（令和 2

年度中） 

  
   

道 筋 検 討 お よ

び PDCA サイ

クルの検討・実

施 

   
 

 

実施 

1.10％ 1.15％ 1.20％ 1.25％ 1.30％ 

【目標値（削減率）】 

見直し・検討 

策定 

検討・実施 
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取組項目 中期経営計画に基づく経営利益の黒字化と定着 担当課 市立病院経営戦略室 

現状と課題 

【現状】 

 平成 27 年度に策定した「彦根市立病院新改革プラン」への取り組みが令和 2 年度で終了したが、

経営の健全化に向けた取り組みは継続性が必要なことから、新たに「中期経営計画」を策定し、令和

3 年度から経常利益の黒字の定着を目的として取り組むこととした。 

【課題】 

新型コロナウイルス感染症の事態が長期化する中、令和 3 年度の病院経営は、入院・外来患者数が

前年度に比べ増加し、医業収益はコロナ禍前の令和元年度の水準を上回る見込である。しかし、依然

として先行きは不透明な状況にあることから、同感染症の収束後の病院経営を見据え、引き続き、中

期経営計画に取り組み、健全な病院経営を目指すとともに地域医療の根幹を支え続けていかなければ

ならない。 

取組内容 

中期経営計画において取り組む項目は次の通り 

 ①給与費率の 6%削減 

 ②材料費率の 5%削減 

 ③病床稼働率向上（特に、4B および 8B 病棟） 

 ④時間外労働の基準の明確化 

 ⑤遊休資産の利活用 

 ⑥原価計算による利益向上 

 ⑦薬品等の共同購入 

 ⑧新しい加算・管理料の届出 

 ⑨高度急性期の充実 

目標 

①給与費率の 6%削減 

 

②材料費率の 5%削減 

 

③病床稼働率向上 

 

④時間外労働の基準の明確化 

 医師の時間外労働の上限規制が適用開始となる令和 6 年（2024 年）4 月までに、基準を明確にし医

師の働き方改革を進める。 

 

(単位：%)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

職員給与費率 57.9 52.7 49.8

(単位：%)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

材料費率 27.5 25.4 25.9

(単位：%)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

病床稼働率 82.0 86.0 90.0
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⑤遊休資産の利活用 

 4A 病棟および医療情報センターなどの有効的な利用方法を検討する。さらに、産婦人科休止により

余剰となった医療機器等の活用方法も検討する。 

 

⑥原価計算による利益向上 

 原価計算により、各診療科の利益向上策を実施する。 

 

⑦薬品等の共同購入 

 薬品・医療材料費・食材の共同購入のための必要条件を洗い出し、実現可能かどうかを検討する。 

 

⑧新しい加算・管理料の届出 

 出来高項目の算定率を向上させる取組（落穂ひろい）を継続する。さらに、医療の質を保つための

施設基準の届出を検討する。 

 

⑨高度急性期の充実 

 高度急性期から在宅医療まで切れ目の無い医療を提供できるよう、集中治療室(ICU)と急性期一般病

床の間に、高度治療室(HCU)の設置を検討する。 

 

⑩診療単価 

 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

新 改 革 プ ラ ン

実施期間 

 

入院単価   62,000 円 

入院患者数 342 人/日 

外来単価   15,000 円 

外来患者数 940 人/日 

 

入院単価   63,000 円 

入院患者数 348 人/日 

外来単価   16,500 円 

外来患者数 950 人/日 

   

中 期 経 営 計 画

策定 
   

 
 

中 期 経 営 計 画

実施期間 
  

 

職員給与費率   57.9% 

材料費率       27.5% 

病床稼働率    82.0% 

入院単価    62,000 円 

外来単価    18,600 円 

 

職員給与費率   52.7% 

材料費率       25.4% 

病床稼働率    86.0% 

入院単価    64,000 円 

外来単価    18,800 円 

 

職員給与費率   49.8% 

材料費率       25.9% 

病床稼働率    90.0% 

入院単価    66,500 円 

外来単価    19,300 円 

   

(単位：円)

令和3年度 令和4年度 令和5年度

入院単価 62,000 64,000 66,500

外来単価 18,600 18,800 19,300

実施

策定

実施

実施 

実施 

策定 
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取組項目 第 3 期中期経営計画(経営戦略)の推進 担当課 

上下水道部上下水道総務

課・上下水道業務課・上水

道工務課 

現状と課題 

近年の水道事業を取り巻く環境は、節水機器の普及および人口減少による料金収入の減少、経年化

した施設、管路の大量更新や東日本大震災等のような大規模地震対策など、多くの課題をかかえてい

る中で、いかに水の安定供給と事業の健全経営を図るかが課題となっている。 

取組内容 

 令和 3 年 12 月に改訂した第 3 期中期経営計画(経営戦略)に基づき、水道施設の長寿命化および投

資の平準化を図るなど効率的な水道施設の整備を行うとともに、引き続き、積極的な漏水調査を行い、

有収率の向上に努め、維持管理の効率化や未収金対策を行うことで収益の確保を図る。 

また、今後の建設投資額の増加を踏まえ、計画期間以降における料金改定の必要性について、検討を

行う。 

目標 
上記、取組内容を着実に実施していくことで、今後も安定した水源を確保し、安心・安全な水の安

定供給に努め、経営の健全性を維持する。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

彦 根 市 水 道 事

業 第 3 期中

期経営計画(経

営戦略)の改訂 

(R3 年度改訂) 

 

  

  

前期計画 

(H29～R3) 
 

 
   

後期計画 

(R4～R8) 
    

 

 
  

実施 

改訂 

実施 
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取組項目 公共下水道事業第 6 期経営計画の推進 担当課 

上下水道部上下水道総務

課・上下水道業務課・下水

道建設課 

現状と課題 

 本市の公共下水道は、昭和 56 年度の事業着手以来、約 40 年が経過し、令和 2 年度末現在の人口普

及率は 85.8%となっている。人口普及率は、全国平均(80.1%)を超えているものの、滋賀県内平均

(91.6%)と比べると 5.8 ポイント低い状況にあり、まだまだ多くの未整備地域を残しており、市内にお

ける居住環境の格差是正のためにも未整備地域の早期解消に努める必要がある。 

取組内容 

令和 2 年度は第 5 期経営計画(平成 28 年度～令和 2 年度)の最終年度に当たることから、令和 3 年

度からの下水道事業の計画的かつ健全な事業推進を図るため、令和 3 年度～令和 7 年度の 5 年間に係

る第 6 期経営計画を策定した。 

目標 

持続可能な下水道事業の経営を行うための目標値を設定する。 

  ・人口普及率 令和 2 年度末実績値 85.8％ ⇒ 令和 7 年度末目標値 93.0％ 

  ・水洗化率  令和 2 年度末実績値 91.0％ ⇒ 令和 7 年度末目標値 91.7％ 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

第 6 期経営計

画の策定(R2年

度中) 

     

計画の推進      

 

取組項目 休日急病診療所の利用促進 担当課 福祉保健部健康推進課 

現状と課題 

彦根休日急病診療所は、定住自立圏共生ビジョンにより、彦根市・豊郷町・甲良町・多賀町・愛荘

町の１市４町で運営し、日曜日・祝日・年末年始における内科と小児科の一次診療を行っている。平

成 26 年 2 月にくすのきセンターに移転後は、診療所の利用者数は年々増加している一方、診療業務

を委託している彦根医師会の医師不足から出務医師の負担増となっている。 

取組内容 
・人材紹介からの医師派遣を実施。 

・今後も引き続き、彦根市立病院のほか中央病院、友仁山崎病院、豊郷病院とも協議を行う。 

目標 

休日急病診療所は、診療業務を彦根医師会に、調剤業務を彦根薬剤会に委託し、日曜・祝日・年末年

始の一次診療を担っている。今後も引き続き診療所の運営を行っていくため、関係団体と協議を行う。 

【目標値】 

令和 6 年度における休日急病診療所受診割合【休日急病診療所受診数／(休日急病診療所受診者数＋

彦根市立病院受診者数）：いずれも内科と小児科のみ】を 84.5 とする。（平成 30 年度においては 81.9） 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計画の推進 

     

策定 

実施 

実施 

82.0％ 82.5％ 83.0％ 83.5％ 84.0％ 

【目標値（受診割合）】 
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ⅱ 民間活力の導入 

取組項目 総合窓口化とアウトソーシングの方針の推進 担当課 
市民環境部ライフサービ

ス課・総務部人事課・各課 

現状と課題 
本市では、本庁舎の耐震化整備事業の完了予定に合わせて開始を予定する「総合窓口」の導入とア

ウトソーシングの推進が課題となっている。 

取組内容 

・業務の可視化による事務事業の選択と集中 

・総合窓口の導入は、令和 3 年 5 月から本庁舎 1 階に窓口部門を集約し、ライフサービス課、保険年

金課、税務課、債権管理課、まちづくり推進課および上下水道料金お客様サービスセンターを配置し

た。 

・アウトソーシングについては、メリット・デメリットの両面があることから、導入の可否も含めて

研究を行う。 

・総合窓口以外の窓口業務所管課も、働き方・業務改革推進本部市民サービス向上部会の部会員であ

る所属長が属する部局の窓口業務について同様の検証を行い、分かりやすい窓口案内、迅速な窓口業

務などを目指す。さらに、支所・出張所について、地元の方により身近な施設となるよう、利便性を

向上させるなど、機能を見直していく。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

市 民 サ ー ビ ス

向 上 部 会 に よ

る提言 

 
    

総 合 窓 口 の 導

入 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検討 

準備 実施 
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取組項目 特別史跡彦根城跡維持管理の民間委託 担当課 
歴史まちづくり部 

文化財課 

現状と課題 

 彦根城は、中堀より内側が特別史跡に指定されており、その中に国宝の天守、附櫓及び多聞櫓をは

じめ重要文化財である櫓や馬屋、名勝に指定されている玄宮楽々園など多くの貴重な文化財が現存し、

世界遺産登録に向けた取組も進めている。また、彦根城は年間を通して多くの観覧者を迎える彦根市

を代表する観光施設としての役割も担っている。 

 一方、彦根城の維持管理にあたっては、その役割の重要性に鑑み、多くの業務を限られた人員・財

源で質を落とすことなく行う必要から、より効率的な運営実施が求められる。 

取組内容 
維持管理等の業務を専門のノウハウを持つ民間事業者に委託し、効率的な運営実施を図ると同時に、

観覧者の安全確保を含めた「おもてなし」の向上を図り、観覧者および観覧料収入の増加を目指す。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

維 持 管 理 等 の

民間委託 

   
  

次期民間委託    
  

 

取組項目 庁舎維持管理の包括民間委託の検討 担当課 総務部公有財産管理課 

現状と課題 

本庁舎の維持管理は一部業務を除き一括で委託しているが、当課が所管している本庁舎と中央町仮

庁舎は別々に委託をしているため、委託業務ごとに契約事務や支払い事務を行っており、業務負担と

なっている。 

取組内容 

本庁舎および中央町仮庁舎（令和 3 年 8 月 1 日より中央町別館に施設名称を変更）における包括民

間委託を令和 2 年度から実施し、効率的な管理運営および職員の業務量削減につなげた。 

今後も、施設維持管理業務の更なる包括民間委託の可能性について検討を進める。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

施 設 維 持 管 理

の 包 括 民 間 委

託 

  

  

 

 
 
 
 

準備 実施 

検討 

準備 
実施 

調査・検討 

実施 

（現庁舎・仮庁舎） 

見直し 

実施（新庁舎・中央町仮庁舎） 

見直し 
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取組項目 がん検診の受診者数の増加に向けた検診の民間委託 担当課 福祉保健部健康推進課 

現状と課題 
彦根医師会への業務委託（大腸がん）継続。また、子宮がん、乳がん検診は滋賀県医師会に委託。

新たに胃がん検診（胃内視鏡検診）の委託についても検討中。受診者が横ばい状態である。 

取組内容 

彦根医師会への業務委託（大腸がん）継続。また、子宮がん、乳がん検診は滋賀県医師会に委託。

新たに胃がん（胃内視鏡検診）について、湖東定住自立圏を形成する１市４町（彦根市、愛荘町、豊

郷町、甲良町、多賀町）で令和 3 年度から湖東圏域の 3 病院に委託した。 

目標 

【目標値】がん検診受診率向上 

     胃がん検診   14.0％以上 

     大腸がん検診  16.0％以上 

     乳がん検診   25.0％以上 

     子宮頸がん検診 26.0％以上 （数値目標はひこね元気計画 21（第 3 次）に準ずる) 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

胃がん検診（胃

内視鏡検査）の

委託 

 

 

圏域内の病院で実

施 

 

圏域内の病院、診

療所で実施 
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取組項目 
生活支援体制整備事業における第 1 層・第 2 層支え合い推

進員業務の民間委託 
担当課 

福祉保健部 

医療福祉推進課 

現状と課題 

平成 27 年度の介護保険制度改正において設けられた生活支援体制整備事業は、地域の現状や社会

資源の把握し、住民主体のサロンや見守り活動の支援を行い、互助の仕組みづくりを進める取組であ

る。これまで、事業のうち第 2 層（中学校区）における地域づくりを市社会福祉協議会に委託、7 名

の生活支援コーディネーターを置いて、日常生活圏域（小学校区）を単位とする地域の課題解決に向

けた支え合いの仕組みづくりについて住民が主体的に検討していけるように支援をしている。 

第 1 層生活支援コーディネーターは市全域の企画調整および課題解決、資源の開発を担うが、その

業務の性格上、一定の資格と相当の経験を必要とされるため、社会福祉士資格職員の配置を確保し、

実効性の向上と効率化を図るため委託化するもの。 

取組内容 

介護保険制度における地域包括ケアシステムの構築の一環として、日常生活圏域における住民主体

の支え合いの仕組みづくりを目的とする。 

上記目的を達成するため、社会福祉協議会がもつ地域福祉活動のノウハウを活かし、市域全体を担

当する第 1 層生活支援コーディネーターと小地域を担当する第 2 層生活支援コーディネーターが連携

を密にして取り組んできた。 

また、第 1 層の業務の明確化と第 2 層との目標の共有や情報提供、地域包括支援センターとの連携

によって、会議の一体化等の下地を作ってきた。 

令和 2 年度からは、第 1 層業務についても委託化を図った。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

第 2 層地域支

え 合 い 推 進 員

業務 

 
 

   

生 活 支 援 体 制

整備事業（第 1

層業務の追加） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
実施 

検討 

一本化 

 実施 
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取組項目 地域包括支援センター業務の民間委託 担当課 
福祉保健部 

医療福祉推進課 

現状と課題 

国が示す「地域包括ケアシステム」の概念では、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、

要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるよう、医療・

介護・住まい・生活支援・予防が包括的に確保される体制を示しており、その地域の範囲を、おおむ

ね、30 分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域を単位としている。 

取組内容 

平成 24 年度から、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、地域包括ケアシステムの構築

を進めるため、その中核的な機関である彦根市地域包括支援センター業務を民間に委託している。現

在は、市内に 6 カ所（7 事業所）の彦根市地域包括支援センターを設置し、高齢者とその家族の支援

を行うとともに、必要に応じ、地域、関係機関との連携を行っている。地域包括支援センターの認知

度も高まり、年々、相談件数も増加している。地域包括支援センターごとに、地域課題を踏まえた特

色のある方法により、関係機関との連携を図り、引き続き、委託して取組をすすめる。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

地 域 包 括 支 援

セ ン タ ー の 民

間委託 

     

 

取組項目 公立保育所における直営業務の委託化 担当課 子ども未来部幼児課 

現状と課題 

市内公立保育所においては、平成 25 年度から東保育園、26 年度からふたば保育園と順次、直営で

行ってきた給食調理業務を民間委託し、給食提供を実施してきた。令和 2 年度からは、西保育園の給

食調理業務においても、完全給食で民間委託を実施し、すべての公立保育所で民間委託を行う。 

取組内容  西保育園の給食調理業務は、これまで直営で行ってきたが、令和 2 年度から民間委託を行った。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計画の推進      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 実施 

実施 選定 
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取組項目 官民連携による都市公園の整備 担当課 
歴史まちづくり部 

都市計画課 

現状と課題 

これまでの都市公園整備は公（市）が計画策定から整備まで、国庫補助金等の財源を自ら確保し、

実施してきたが、本市の財政状況も厳しく、国庫補助金等の交付も十分に見込めない状況において、

従来の整備手法での公園整備は困難であるため、官民連携による事業展開など新たな手法を検討して

いく必要がある。 

令和元年度に実施した調査結果等から、公園全体を官民連携事業とする場合、コロナ禍の影響等に

より、民間出資の可能性が小さく市からの支出経費が膨大となる見込みである。 

今後は、国庫補助を活用した公園整備の中で、公園の一部区域での官民連携事業の可能性について検

討を行う。 

取組内容 

・稲枝地区に都市公園がないため、市域の配置バランスを考慮して地区公園相当の公園整備を進める。 

・国の支援を活用し、官民連携による都市公園整備事業の実現可能性を調査する。 

・調査結果に基づき、本市の健全な財政運営に寄与する事業スキームを選定し、地域の発展に貢献す

る都市公園整備を行う。 

・稲枝地区公園基本計画において、公園の一部の区域において、官民連携事業について検討を行って

いる。 

目標 

・令和元年度 官民連携による都市公園整備の可能性について調査 

・令和 2 年度 調査結果を検討 

・令和３年度 稲枝地区公園の基本計画策定を行い、令和４年度の都市計画決定を目指す。 

・令和４年度 都市計画決定を行い、用地測量を行う。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

官民連携 

可能性調査 
     

基本計画策定   
 

  

都市計画決定 

用地測量 
   

 
 

官 民 連 携 に よ

る 都 市 公 園 整

備 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

実施 

 
実施 

 
実施 

R5 以降実施検討 
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取組項目 学校用務員に関する直営業務の委託化 担当課 
教育委員会事務局 

教育総務課 

現状と課題 

学校用務員については、急な欠勤や退職が発生した場合には、対応が難しく、用務員が不在となる

場合は学校教職員が学校用務を行っている現状である。また、学校用務の技術面については各用務員

に任せており、学校間の業務内容の均一化を図る必要がある。 

以上の点から、学校用務員に退職者状況に合わせて、随時、委託化への移行を図る。 

（現在の状況 小学校 16 校／17 校、中学校 5 校／7 校を委託） 

取組内容 
 用務員業務を委託化することにより、学校用務の質の平準化を図ることができるとともに欠員補充

にも柔軟に対応することができ、また雇用に係る労務管理の事務の軽減を図る。 

目標 

【目標値】 

【効果額】24 校を委託化した場合 

 直営の場合：5 年総額 約 327,923 千円 

 委託の場合：5 年総額 約 291,536 千円 

 5 年総額 約 36,387 千円の縮減 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

業者選定 
 

    

業務委託   
 

  

 

取組項目 
彦根市スポーツ・文化交流センターの指定管理者制度によ

る管理・運営 
担当課 

文化スポーツ部スポーツ

振興課・新市民体育センタ

ー整備推進室 

現状と課題 
彦根市スポーツ・文化交流センターは旧市民体育センターと弓道場、ひこね燦ぱれすを合築した複

合施設であるが、選定した指定管理者とともに、効果的かつ効率的な運営管理を目指す必要がある。 

取組内容 

彦根市文化スポーツ部指定管理者候補者選定委員会において、指定管理者制度による管理運営に向

けて募集要項等の応募書類や選定基準を決定し公募を行った。その後、申請団体から提出された事業

計画書等の申請書類を審査し、申請団体から申請内容等の説明を受け、選定基準に照らして、指定管

理者候補者を選定した。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

指 定 管 理 者 選

定 等 支 援 委 託

業務 

 
    

募集・契約   
 

  

指 定 管 理 者 導

入 
   

 
 

実施 

準備 実施（21 校／24 校） 

調査・検討 

実施 

実施 
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取組項目 直営公民館への指定管理者制度導入 担当課 
教育委員会事務局 

生涯学習課 

現状と課題 

 市内 8 地区公民館中、2 館（中地区、稲枝地区）は指定管理者制度を導入済みであるが、6 地区公民

館は直営で管理運営をしている。指定管理館の 2 館についてはいずれも地域の団体に運営を委託して

いることから、地域の協力も得やすく、制度導入の効果を十分発揮しているが、他の地域において指

定管理を受けることができる団体等を育成することは難しく、次に続く施設がない。 

取組内容 

出張所併設館（河瀬地区、鳥居本地区）については、出張所職員を配置する必要があることから、指

定管理者制度を導入しても兼務できず、費用対効果が低いため、直営単独 4 館（西、東、旭森、南）

について、指定管理者制度を導入する。 

目標 
【目標値】 

令和 5 年度末までに、指定管理者制度を導入した館を１館以上増やせるように努める。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

ニーズ、受託団

体 等 の 情 報 収

集 

  

 

  

団 体 等 へ の 説

明 
 

 
 

 
 

条件の調整      

条 例 改 正 等 の

調整 
   

 
 

選定委員会 

の開催 
    

 

 
 
 
 
  

実施 

実施 

実施 

実施 

選定 
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ⅲ 受益者負担の適正化 

取組項目 公立保育所・こども園の延長保育料の徴収 担当課 子ども未来部幼児課 

現状と課題 
これまで、市内公立保育所等において、通常の保育時間（保育標準時間）を超えて保育を利用しても

料金徴収をしていなかったが、受益者負担の考えから、延長保育料の徴収を行う。 

取組内容 令和元年度から、公立保育所・こども園で延長保育料の徴収を行う。（日額 200 円） 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

延 長 保 育 料 の

徴収 
 

 
   

 

取組項目 
外部有識者からの意見を踏まえた事業等に関する見直しの

推進（再掲） 
担当課 

総務部働き方・業務改革推

進課・各課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施 
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ⅳ 財政指標の健全性の確保 

取組項目 財政指標の健全性の確保(実質公債費比率について) 担当課 総務部財政課 

現状と課題 

令和 2 年度決算における実質公債費比率は、単年度で比較すると分母である標準財政規模が増加し

たものの、分子である特定財源の額が大きく減少し、元利償還金の額と公営企業債の元利償還金に対

する繰入金が増加したことから、令和元年度単年度と比較して増加した。しかし、３か年平均（平成

30 年度決算～令和 2 年度決算）については、平成 29 年度と比較して、分母である標準財政規模につ

いて増加、分子である公営企業債の元利償還金に対する繰入金が減少していることから、令和元年度

（平成 29 年度決算～令和元年度決算）と比較して微減となった。 

取組内容 

令和 2 年度決算においても、起債の許可基準である 18％は下回ったものの、本庁舎耐震化整備事業

や、彦根市スポーツ・文化交流センター整備事業、国スポ・障スポ関連の事業など、大型投資的事業

の起債償還が見込まれるため、今後の数値の推移に注視しながら財政運営を行う。 

目標 
大型投資的事業の実施による公債費の増大が避けられないことから、その実施にあたっては、交付

税措置が受けられる有利な地方債を活用するなど、起債許可ラインである 18％以下に努める。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

施策の推進      

 

取組項目 財政指標の健全性の確保（地方公会計の活用） 担当課 総務部財政課 

現状と課題 
平成 28 年度決算から統一的な基準による財務書類を作成し、コスト情報・ストック情報を「見える

化」し、また、財務諸表を他市と比較することにより、本市の財政マネジメントに活用している。 

取組内容 

令和 2 年度決算分からより活用機能が充実している公会計システムへ変更し、今後の活用に向けた

環境整備を行っている。財務諸表作成においても支援業務委託を行い、適正な財務諸表の作成、分析

に努めている。 

目標 

財務諸表等の情報を基に、公共施設にかかるトータルコストを把握し、施設の老朽化対策の優先度

を検討することや、施設利用料の妥当性や、公共施設の優先順位を決定するなど、将来の施設更新に

必要な費用の推計に用いる。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

施策の推進      

 
  
  

実施 

実施 
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取組項目 財政指標の健全性の確保（将来負担比率） 担当課 総務部財政課 

現状と課題 

地方公共団体の借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模

に対する割合で表す将来負担比率は令和 2 年度決算で 46.7％となり、前年度から 3.8％上昇したが、

早期健全化基準の数値である 350％は大きく下回っており、良好な状態と言える。 

取組内容 事業の緊急性や投資効果を精査し、歳出規模の抑制を図り、計画的な財政運営に努めている。 

目標 

本庁舎耐震化整備事業や彦根市スポーツ・文化交流センター整備事業、国スポ・障スポ関連の事業

を始めとした大型投資的事業の起債償還が増える見込みであることから、数値の悪化が懸念されるた

め、これまで以上に自主財源の確保に努めるとともに、起債についても交付税算入率の高いメニュー

を活用するように努める。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

施策の推進   
 

  

 

  

実施 
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ⅴ 歳入確保策の積極的な展開 

取組項目 未収金対策の強化 担当課 各課 

現状と課題 

 未収金の解消については、市民の公平性を担保するために、また、財源の確保の面からも、なお一

層の取組を進め、歳入確保に向け積極的な展開に努める必要がある。 

 また、未収金対策は各課それぞれが所管しており、滞納者が重複していることもあるため、今後、

各種の債権を一元管理できる仕組みづくりが求められる。 

取組内容 

（債権管理課） 

・効果的な滞納整理による収納率の向上や滞納繰越額の抑制・関係各課との窓口連携や情報共有、捜

索による効果的な滞納整理の実施・社会福祉課等と連携した生活再建型滞納整理 

・「債権管理課」の稼働による税・保険料債権の一元管理 

（建築住宅課） 

・新たな滞納を増やさないための督促状、催告書、口座振替不能通知の発送、電話催告、訪問徴収の

実施 

・長期滞納者に対する納付誓約書の提出の要求・退去滞納者に対する催告書を送付や電話催告、訪問

徴収の実施 

（生活環境課） 

・滞納者に対する督促状、催告書、強制催告書、電話催告、訪問徴収の実施・長期滞納者に対する納

付誓約書の提出の要求・支払督促申立制度の活用 

（子育て支援課） 

・制度利用者への制度内容の周知徹底を行った上で、返還金が発生した場合には、納入指導と伴に生

活状況の把握に努め、必要に応じて分割納入を指導 

（幼児課） 

・電話、文書で納付催告を行う。・各保育園長を嘱託徴収員に委嘱し、未納者には直接保育園から未納

通知を渡し、保育園での徴収に対応 

（農林水産課） 

・新たな滞納を増やさないための訪問徴収の実施 

（上下水道業務課） 

・委託業者と連携した督促状、催告書、口座振替不能通知の発送、電話催告、訪問徴収の実施・効果

的な給水停止の執行による料金徴収の強化・適切かつ効果的な滞納整理による収納率の向上や滞納繰

越額の抑制・社会福祉課等と連携した生活再建を考慮した徴収の実施 

（医事課） 

・電話、文書、面談による納付催告の実施 

・関係各課との連携により情報を共有し、医療費の効率的な回収の実施 

・新たに発生した未収金に対し、弁護士による未収金回収業務委託の積極的な実施による早期回収 

・各種催告および回収委託による納付指導に応じない滞納者に対する法的措置の実施 
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（学校給食センター） 

・新たな滞納を増やさないための督促状、催告書、口座振替不能通知の発送、訪問徴収の実施・長期

滞納者への支払督促申立の実施 

（生涯学習課） 

・電話、文書で納付催告・未納者には直接各クラブ指導員から未納通知を渡し、納付を促す。 

（社会福祉課） 

・返還金の発生抑制に向けた取組の実施・返還金債権の早期把握および解消に向けた早期着手・債権

管理業務の標準化、効率化を進める・不納欠損の財務会計処理および決算時の手続きの適正実施 

（学校 ICT 推進課） 

・学校を通じて文書で納付催告を行う。学期末等の懇談の際に、保護者に対して学校から納付を促す。 

目標 

【目標値】 

債権管理課 市税現年課税分の収納率 99％超 

国民健康保険料 現年分収納率：96％超、滞納繰越分収納率：29％超 

建築住宅課 現年度収納率 99％ 

生活環境課 現年度収納率 98％超 

子育て支援課 現年分収納率 80％、滞納繰越分収納率 20％ 

幼児課 現年度収納率 99％、過年度収納率 15％ 

農林水産課 現年度収納率 99％を維持 

上下水道業務課 水道料金 現年度分収納率 99％ 

下水道使用料 現年度分収納率 99％ 

医事課 過年度分未収金について、前年度比 5%以上縮減する 

現年度分未収金について、前年度実績よりも縮減する 

学校給食センター 現年分収納率 99.5％、滞納繰越分収納率 50％ 

生涯学習課 現年度収納率 99％ 

社会福祉課 現年度収納率について、前年度実績値を上回る 
学校 ICT 推進課 現年度収納率 95％ 

 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

適 宜 適 正 な 滞

納整理 
  

   

債 権 管 理 課 の

創設・稼働 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

実施 

創設・準備 稼働 
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取組項目 「ひこにゃん」商標の有償使用の拡大 担当課 
歴史まちづくり部ひこに

ゃんブランド推進室 

現状と課題 

ひこにゃん商標の有償使用に係る許諾料収入については、新型コロナウイルス感染症の影響により

令和 2 年度実績が大きく落ち込んだ。令和 3 年度には新イラストを製作するなど回復に努めたが、従

前の水準には戻っていないため、引き続き回復に向けた対策が必要である。 

取組内容  ひこにゃんグッズの販売事業者等のニーズを把握しつつ、有償使用増加策を引き続き検討していく。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

増加策の検討  

 

 

 

 

 

 

 

取組項目 広報ひこね発行事業、ホームページ事業での収入確保 担当課 
企画振興部シティプロモ

ーション推進課 

現状と課題 

（現状） 

・広報ひこね、彦根市ホームページとも、広告主から一定数の掲載希望がある。 

・広報ひこね、彦根市ホームページとも、長期期間の掲載依頼もある。 

・彦根市ホームページは、１枠、掲載している（令和 3 年 6 月現在） 

（課題） 

・広報ひこねは、紙面の都合上、広告数が多くなると、市政情報の記事の掲載量が少なくなる。枠数

に限界がある。そこで、広告枠に、いかに付加価値をつけ、単価を上げられるかなどについて検討す

る必要がある。 

・彦根市ホームページは、広告枠がトップページの下方にあるため、広告掲載を希望したいと考える

広告主が、広告枠に気づいていない可能性がある。そのような広告主に、いかに PR をするかについ

て検討する必要がある。 

取組内容 

・単価 広報ひこね 1 枠 3 万円（2 枠 6 万円）、彦根市ホームページ 1 枠 2 万円 

・広告主を募るため、広報ひこね、彦根市ホームページにおいて、広告募集の記事や表示を行うほか、

庁内で事業者が来訪されることが多い、契約監理室、建築関係部署に、広告募集のチラシを配布して

いる。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

施策の推進      

 
 
 
 

準備 調査 

検討 

実施 

実施 
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取組項目 職員事務用パソコンへの広告表示による歳入の確保 担当課 企画振興部情報政策課 

現状と課題 
 本市の財政状況を鑑み、自主財源を確保する観点から、新たな歳入の確保について検討していく必

要がある。 

取組内容 

 情報政策課より配付している事務用パソコンについて、ログイン時等に広告を表示することにより、

新たな歳入の確保を図る。 

 このために、広告の表示手法の検討、業者の選定を実施し、令和 2 年度に運用開始した。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

パ ソ コ ン へ の

広告表示 
 

 

 

 

 

 

取組項目 「納税通知書用封筒裏面」への広告収入の確保 担当課 総務部税務課 

取組内容 
市税（固定資産税・都市計画税、市民税・県民税、軽自動車税種別割）の納税通知書用封筒裏面に広

告を掲載し、収入を確保する。 

目標 【目標値】3 税で 100,000 円/年 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

広 告 収 入 の 確

保 
     

 
  

検討 

選定 

運用 

実施 
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取組項目 

「広告入り窓口封筒」および「オリジナル婚姻届」の無償提

供、「広告モニター付き窓口案内システム」による広告収入

の確保 

担当課 
市民環境部ライフサービ

ス課 

現状と課題 

○広告主からの広告料により、封筒およびオリジナル婚姻届冊子の作成の無償貸与を受けている。こ

の取組は、歳入の確保および歳出の削減につながるものであるため、今後も積極的に検討を行う。 

【広告入り窓口封筒の無償提供】…平成 20 年度から実施。 

・ライフサービス課、保険年金課、税務課、債権管理課、証明書発行コーナー（福祉センター1 階）、

稲枝支所および各出張所の窓口で証明書の交付時等に配布している。 

【広告モニター付き窓口案内システム】…平成 25 年度から実施。 

・平成 25 年度に導入したシステムは老朽化のため、本庁舎の窓口形態に合わせて、新システムの導

入が必要となり、併せて機器の増設（モニター、番号発券機）も必要。 

・本庁舎の窓口形態では、番号発券機が 2 台以上は必要。 

【オリジナル婚姻届冊子】…平成 29 年度から実施。 

・彦根市オリジナルの婚姻届用紙と記載例等の冊子を併せて作成し、ご希望の方に配布している。 

取組内容 

【広告入り窓口封筒】 

・令和 2 年 2 月から 5 年契約を締結し、広告会社から広告料収入がある。 

・デザイン（掲載広告を含む）は毎年変更している。 

・封筒の種類は角 6 と角 2 の 2 種類、年間総通数は約 78,000 通。 

【広告モニター付き窓口案内システム】 

・令和 3 年 11 月から新システムを導入済。令和 8 年 10 月までの 5 年契約で、広告会社から広告料収

入がある。 

・本庁舎 1 階 1～4 番窓口のカウンター上部に番号案内モニターおよび広告モニターを各４台設置。

また、番号発券機を 1 台から 2 台へ増設し、窓口コンシェルジュを配置。 

【オリジナル婚姻届冊子】 

・平成 31 年 3 月から 5 年契約を締結している。 

・デザイン（掲載広告を含む）は毎年変更している。（年間 2,000 セット。） 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

広 告 入 り 窓 口

封筒 
  

   

広 告 モ ニ タ ー

付 き 窓 口 案 内

システム 

 

    

オ リ ジ ナ ル 婚

姻届冊子 
  

 
  

 
 

実施 

実施（現行） 

実施（新規） 

実施 
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取組項目 休日急病診療所の診療収入の増収の取組 担当課 福祉保健部健康推進課 

現状と課題 

平成 26 年 11 月から特掲診療科「地域連携小児夜間・休日診療科１」の施設基準を満たし、診療収

入の増収に努めた。また、処方する医薬品についても、適正価格により契約を実施する。 

なお、新型コロナウイルス感染症の発生により、感染症対策を講じながらの診療所運営により、赤

字経営となっていることが課題である。 

取組内容 

２年ごとに改正される診療報酬についての情報収集に努めるとともに、医薬品についてもジェネリ

ック医薬品の導入に向けた協議を行う。 

診療報酬の特例適用や、国・県の補助事業を活用する。 

目標 

休日急病診療所の利用者は年々増加しているが、比較的利用者の少ない 7 月～10 月における診療体

制を検討することにより、出務者の負担軽減および経費削減について、関係団体と協議を行う。 

【目標値】 

会計年度内における黒字運営を維持する。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

黒 字 運 営 の 継

続 
  

 
  

 

取組項目 基金の運用収益の確保 担当課 出納室 

現状と課題 

各種基金の運用については、基本的には安全かつ的確な対応ができるように定期預金による短期の運

用を図っているが、平成 30 年度からは新たに一部の基金で債券による運用を始め運用収益の増を図

った。しかし、債券による運用は長期（10 年目安）での運用となるため、今後、予算執行の財源とし

て基金が充てられる場合など、厳しい財政状況により基金を長期に運用することはできにくい状況で

はあるが、運用による増収が図れるように債券の運用を可能な範囲で継続していく。 

取組内容 

・財政状況や今後の基金残額の見通しを立て、関係各課と調整 

・国内外の経済状況や国債等の市場状況の情報収集 

・債券に関しては、より安全な政府保証債や地方債を基本とした検討 

目標 
長期的な債券運用が可能な基金について、市中金融機関等の運用益よりも債券運用による収益増が図

れる場合、積極的な運用を図ることにより増収を図る。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

市 場 状 況 の 把

握 
 

    

債券運用検討   
 

  

 
  

実施 

実施 

実施 
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取組項目 ネーミングライツ導入の検討 担当課 

総務部働き方・業務改革推

進課・文化スポーツ部スポ

ーツ課・新市民体育センタ

ー整備推進室・各課 

現状と課題 
市の所有する施設などに会社名やブランド名を付与する権利であるネーミングライツを導入すること

で自主財源を確保し、安定した行財政基盤の確立に努める必要がある。 

取組内容 

（働き方・業務改革推進課） 

・全庁的なルールを策定し、歳入確保のためネーミングライツ導入を推進 

（新市民体育センター整備推進室） 

・彦根市スポーツ・文化交流センターのネーミングライツパートナー選定委員会を立ち上げ、募集要

項や審査基準を決定し公募を行った。その結果、1 社からの提案があり、同選定委員会において、申

請書類を審査し、選定基準に照らして、提案のあった 1 社をネーミングライツパートナーとして選定

した。  

（各課） 

・ネーミングライツ導入へ向けた検討 

目標 

【目標値】 

（新市民体育センター整備推進室） 

 年額 500 万円 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

全 庁 的 な ル ー

ルの策定（働き

方・業務改革推

進課） 

     

新 市 民 体 育 セ

ン タ ー へ の 導

入 

    

 

ひ こ ね 市 文 化

プ ラ ザ へ の 導

入 

  
   

ネ ー ミ ン グ ラ

イ ツ 導 入 検 討

（各課） 

   
 

 

 
 
 
 

策定 

愛称使用開始 

実施 

募集要項・審査基準等の作成 募集・審査・契約 愛称使用開始 

【目標値(契約額)】 

年額 500 万円 
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取組項目 ふるさと納税 PR 強化 担当課 
企画振興部 

まちづくり推進課 

現状と課題 

厳しい財政状況の中、自主財源を確保するため、寄附金額の増加を図ることが必要である。そのた

めには、継続寄附者の寄附額増加と新規寄附者の獲得が課題である。 

 また、コロナ禍により景気が後退し、個人の収入等に大きな影響が生じている状況ではあるが、ネ

ット広告や新聞広告等の様々な媒体を活用し、積極的な PR 活動を展開するとともに、寄附者のニー

ズにあう彦根らしい返礼品の充実を行い、本市の魅力をアピールしていく必要がある。 

取組内容 

インターネットにおいて、市のホームページだけでなく、全国のふるさと納税に関する情報を掲載

している民間のサイトを継続して活用した。また、高額所得層が多い関東圏を中心に新聞や各種冊子

での広告を行うとともに、ネット広告にも取り組んだ。返礼品については、コロナ禍の巣ごもり需要

に合う、返礼品の充実を図った。 

目標 

【目標値】令和 5 年度 寄附者数 7,500 人 

【寄附額】ふるさと納税、企業版ふるさと納税およびクラウドファンディングの合計で 

令和 4 年度比 ＋5,000 万円(各年度) 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

寄附者数      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,500 人 6,000 人 6,500 人 7,000 人 7,500 人 
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取組項目 企業版ふるさと納税 担当課 
総務部働き方・業務改革推

進課・各課 

現状と課題 ・厳しい財政状況を考慮すると、全庁一丸となって企業版ふるさと納税に取り組んでいく必要がある 

取組内容 

・新市民体育センター整備事業において企業版ふるさと納税を積極的に活用する 

・第 2 期彦根市まち・ひと・しごと創生総合戦略に記載の地方創生に資する事業について、全庁的に

企業版ふるさと納税を活用すべく取組を進める 

目標 
【寄附額】ふるさと納税、企業版ふるさと納税およびクラウドファンディングの合計で 

令和 4 年度比 ＋5,000 万円(各年度) 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

地 域 再 生 計 画

の推進 
  

 
  

新 市 民 体 育 セ

ン タ ー 整 備 事

業 

 
 

   

そ の 他 の 地 方

創生事業 

 
   

 

 

取組項目 彦根市スポーツ・文化交流センターにおける寄附の募集 担当課 

文化スポーツ部スポーツ

振興課・新市民体育センタ

ー整備推進室 

現状と課題 

新しい市民の交流拠点として、末永く市民から愛されるよう、また市の負担を軽減することを目的

に、多くの人と共につくり上げていく機運の醸成をはかるため寄附を募っている。今後は、一件でも

多くの寄附を受ける対策の検討・実施が必要である。 

取組内容 
より多くの方から寄附を受けられるよう、周知の徹底、関係機関への協力依頼などの他、寄附をし

易い環境を整えていく。 

目標 【目標値】1 億円以上 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

基金の設置 
 

    

各 種 寄 附 制 度

の制定 

 
    

寄附の募集   
 

  

策定 実施(各年度ごとに評価を実施) 

寄附の募集 

検討 実施 

策定 

準備 

実施 

【目標値】1 億円以上 
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取組項目 普通財産の売却 担当課 総務部公有財産管理課 

現状と課題 
市が所有する土地で利活用の予定がないものは年々減少しているが、狭小地や不整形地が多く、市

場とのマッチングが整わず、公募による売却を行っても買受人が見つからず売却が進まない。 

取組内容 市が所有する土地で利活用の予定がないものは、商品土地として整い次第、売却処分を進めていく。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

未 利 用 市 有 地

の調査・検討 

     

未 利 用 市 有 地

の売却手続き 

     

未 利 用 市 有 地

の売却 

     

 

取組項目 
「広告付き庁舎案内板」の設置による財源（広告料収入）の

確保 
担当課 総務部公有財産管理課 

現状と課題 新たな自主財源の確保の観点から、本庁舎（新庁舎）の有効活用を検討する必要がある。 

取組内容 

本庁舎（新庁舎）の開庁にあわせて、本庁舎に設置する庁舎案内板を広告付きとすることにより、

案内板の設置事業者が、民間企業等から広告主を募集し、案内板に広告を掲載することで得られる広

告収入により、案内板の製作および維持管理に係る一切の経費を負担するほか、市は案内板の設置に

係る行政財産使用料に加え、設置事業者からの広告料収入を確保することができる。 

このため、令和 2 年度に案内板の仕様の決定および設置事業者の選定を行い、令和 3 年 5 月から運

用を開始した。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

他 市 の 広 告 付

き 庁 舎 案 内 板

の 設 置 状 況 調

査 

 

 

   

案内板の仕様

書検討 
     

案内板の設置

事業者選定 
 

 
   

案内板の運用  
 

 
 

 

 

売却に向けての調査・検討 

売却準備 売却準備 売却準備 売却準備 売却準備 

売却 売却 売却 売却 売却 

調査 

検討 

実施 

準備 実施 
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Ⅱ 効率的・効果的な行政体制の整備 

ⅰ 持続可能な行政運営の確立 

取組項目 働き方改革プログラムの推進 担当課 
総務部働き方・業務改革推

進課・各課 

現状と課題 

ここ数年、職員の時間外勤務時間が増加しているほか、年次有給休暇が十分に取得できていないな

ど、労務環境についても悪化している。 

本市においても職員のワーク・ライフ・バランスを重視し、働きやすい職場環境づくりに取り組む

ことは喫緊の課題となっている。 

取組内容 

本市の働き方改革を具体的に推進するための「彦根市働き方改革プログラム」(5 箇年)の策定 

 ①良好な職場環境を阻害する具体的な要因を明らかにする 

 ②明らかにされた要因について、対策を分類する 

 ③分類に基づく検討体制により、優先度の高い要因から順次、有効な対策を検討する 

 ④検討された対策について実施責任者・実施スケジュールを設定して順次推進する 

計画策定後は、①∼④について、毎年フォローアップを行い、働き方・業務改革推進本部にて事例を

共有することで、好事例の横展開や働き方改革への意識醸成につなげていく。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

プ ロ グ ラ ム 策

定 

 
    

プ ロ グ ラ ム 実

施 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

策定 

実施 
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取組項目 超過勤務時間の削減と業務の効率化 担当課 
総務部人事課・働き方・業

務改革推進課 

現状と課題 

ここ数年、職員の時間外勤務時間が増加しているほか、年次有給休暇が十分に取得できていないな

ど、労務環境についても悪化している。 

このため、働き方改革に取り組み、働きやすい職場づくり(ワークスタイルの見直し)による職員の

労務環境の改善が課題となっている。 

取組内容 

①ワーク・ライフ・バランスの推進により、仕事と子育てや介護等との両立しやすい職場環境づくり

とともに、ライフサイクルに沿った多様な働き方の導入を検討していく。 

②総務省「地方公共団体の職場における能率向上に関する研究会報告書」にある「10 のワークプレイ

ス改革の取組」について、彦根市の現場の実態にあった形で取り組んでいく。 

③超過勤務の削減に向け、下記内容に取り組む 

・「超過勤務の縮減に関する指針」の周知・徹底 

・時間外勤務命令の上限遵守のための取組の周知・徹底 

・長時間超過勤務職員への産業医による面接指導の実施 

目標 

【目標値※】※前年度の実績と比較を行い検討する。 

    ①職員一人当たりの年間時間外勤務時間 

       前年度実績から 1 割以上削減 

    ②職員一人当たり年次有給休暇の平均取得日数 

       特定事業主行動計画の目標値である 12 日以上とする。 

       また、令和 2 年度実績において 5 日未満しか取得できていない職員が約 20％おり、 

全職員が 5 日以上取得するよう努めること。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

業務の効率化     
 

取組の見直し 
     

超過勤務縮減

への取組 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

実施 

見直し 見直し 見直し 見直し 見直し 

実施 
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取組項目 ICT 基盤整備による業務の効率化 担当課 企画振興部情報政策課 

現状と課題 

 本市では、平成 28 年度より情報基盤の整備に取り組み、平成 29 年度からは職員用の端末のタブレ

ット化、無線化を実施している。 

 その後もテレビ会議の導入や、AI を活用した議事録作成支援システムの導入により、職員の業務の

効率化に努めている。 

 今後はこれらの導入したシステムについて、より効果的に利用していく必要がある。 

取組内容 

・現時点で端末のタブレット化・無線化が完了していない所属について、タブレット化・無線化を実

施 

・現在までに整備した情報基盤について、より有効に活用していくための周知を実施 

・新たな ICT 技術の動向を注視し、費用対効果を勘案の上、導入を検討 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

タブレット、無

線 LAN 環境の

整備 

 

  
  

テ レ ビ 会 議 の

導入 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

運用 

タブレットの追加導入 

検討 運用（職員間および外部との使用） 
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取組項目 小中学校における教職員の長時間勤務の縮減 担当課 
教育委員会事務局学校 ICT

推進課・学校教育課 

現状と課題 

小中学校の抱える課題が複雑化・多様化し、教職員に求められる役割も増大している。本市では、

超過勤務時間が月 45 時間を超えている教職員が、小学校においては 75%、中学校においては 90％近

くになる月が見られる。教職員の長時間勤務を縮減し、教職員が心身ともにゆとりを持って教育業務

に専念でき、教育の維持・向上に取り組める環境の整備が課題となっている。 

取組内容 

【校務支援システムの導入・運用】（学校 ICT 推進課・学校教育課） 

・校務支援システムの活用 

・システムの効率的効果的な使用方法の研究 

・システムの運用に係る教職員の習熟を図りつつ、時間外勤務の縮減を行う。 

【スクール・サポート・スタッフの配置】（学校教育課） 

・令和４年度は全市で 24 人のスタッフを配置し、教員の業務支援を図り、教員が一層、児童生徒への

指導や教材研究等に注力できる体制を整備する。 

目標 
【目標値】 

令和 5 年度までに、令和元年度と比べて教員１人当たり年間 100 時間の業務時間を削減 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

校 務 支 援 シ ス

テムの導入・運

用 

 
    

スクール・サポ

ート・スタッフ

の配置 

     

 
 

取組項目 総合窓口化とアウトソーシングの方針の推進（再掲） 担当課 
市民環境部ライフサービ

ス課・総務部人事課・各課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

システムの構築 システムの運用 

実施 
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取組項目 証明書発行コーナー（福祉センター1 階）の開設 担当課 
市民環境部ライフサービ

ス課 

現状と課題 
・現在は、ライフサービス課業務の一部を行っている。 

・本庁舎に移転後は、他の窓口担当課の業務を行うことを検討する。 

取組内容 

・令和元年 6 月 10 日からは各種証明書の交付のみ、同年 11 月から印鑑登録事務を追加、令和 2 年 1

月からマイナンバーカードの申請サポート事務を開始。 

・マイナンバーカードの交付促進を図るため、令和 4 年 4 月からカード交付や電子証明書の更新等の

事務を開始。 

目標 ・今後も窓口の対応状況や来庁者数等を検証し、窓口業務の拡大を図る。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

証 明 書 発 行 コ

ー ナ ー の 開 設

（ 令 和 元 年 6

月 10 日） 

     

印 鑑 登 録 事 務

を追加（令和元

年 11 月） 

   
  

マ イ ナ ン バ ー

カ ー ド の 申 請

サ ポ ー ト 事 務

の追加（令和 2

年 1 月） 

     

マイナンバー

カードの交付

事務を追加（令

和 4 年 4 月） 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施 

実施 検討 

検討 実施 

  検討 実施 
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取組項目 関係機関と連携した EBPM モデルの開発研究 担当課 企画振興部企画課 

現状と課題 
・ＥＢＰＭの手法が確立されていない 

・本市としてどのようにＥＢＰＭに取り組んでいくかが定まっていない 

取組内容 ・滋賀大学データサイエンス学部等の関係機関と連携したＥＢＰＭモデルの開発研究 

目標 

 各部署において課題解決に向けた取組を進めているが解決しない課題や、取組手法が分からない課

題等を庁内から募集し、データサイエンスの知見から調査分析し課題の解決を図る。 

 こうしたことで、厳しい財政状況にある中でも行政の効率性を高めていき、データサイエンスを活

用したまちづくりを積極的に進めていく。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

EBPM モデル

の開発研究 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施 検討 準備 
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取組項目 AI や RPA などの導入検討 担当課 

市長直轄組織行政デジタ

ル推進課・企画振興部情報

政策課・各課 

現状と課題 

職員一人当たりの事務量が増加の一途をたどっている中、職員数は定員に達しており、市民サービ

スのレベルの維持が困難になっている。 

また、今後彦根市においても人口減少が予想されており、将来的な人材不足が懸念されることから、

定型的な業務を自動化する RPA や、与えられた条件をもとに自律的な判断を行う AI を活用すること

により、業務の効率化を図る必要がある。 

取組内容 

AI については、令和元年度に AI を活用した議事録作成支援システムを導入し、これから本格運用

を行う。また、保育入所判定 AI や、AI-OCR 等、その他 AI を用いたシステムの検討、導入を行う。 

定型業務を自動化する RPA については、実証実験を行うとともに、令和 3 年度中に導入する。 

また、RPA の活用にあたっては、業務全体の見直しを行う BPR（Business Process Re-engineering）

が必要となる。BPR については令和 3 年度に実証実験を行い、令和 4 年度以降本格的に実施し、業務

改革および RPA 活用の拡大を目指す。 

これらの取組みにより、職員の超過勤務時間の削減や、削減した時間を本来業務に充てることによ

り、市民サービスの維持・向上を目指す。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

AI を活用した

議 事 録 作 成 支

援 シ ス テ ム の

導入 

 

 

 

 

 

保育入所判定

AI システム、

AI-OCR の導入 

   

その他 AI シス

テムの検討 

   

RPA の実証実

験および導入 

     

BPR の実証実

験および本格

実施 

     

検討 

運用 

検討 
運用 

検討 

実証実験 

運用 

実証実験 

本格実施 
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取組項目 人材育成基本方針実施計画に基づく人材育成 担当課 総務部人事課 

現状と課題 

近年においては、時代のニーズや情勢の変化に加え、職員の世代構成や男女比率も大きく変化して

おり、こうした変化に柔軟に対応できる職員を育成するため、「彦根市人材育成基本方針（第 4 次）」

を令和 4 年 1 月に策定した。この基本方針および 5 か年の実施計画に沿いながら、ジェネラリストと

スペシャリストによるプロフェッショナル集団を育成しつつ、直近の行政課題となっている DX 推進

や働き方改革に積極的に取り組むことが求められている。 

取組内容 
・人材育成基本方針の見直し（第 4 次基本方針の策定） 

・実施計画の策定（5 か年計画） 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

人 材 育 成 基 本

方 針 の 見 直 し

（第 4 次基本

方針の策定） 

  

 

  

実施計画の策

定と運用 
  

   

デジタル職の

採用 
   

  

定年前再任用  

短時間勤務制  

の導入 

   
  

その他計画の

推進 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

見直し 

策定 

策定 実施 

実施 

実施 

制度設計・例規整備 

検討・採用試験実施 実施 
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取組項目 保健師の人材育成 担当課 福祉保健部健康推進課 

現状と課題 

「地域における保健師の保健活動指針」(平成 25 年 4 月厚生労働省健康局長通知)において地方公

共団体の保健福祉施策の推進においては、自治体に所属する保健師の保健、医療、福祉、介護等に関

する最新の専門的な知識および技術、連携・調整に係る能力、行政運営や評価に関する能力の養成が

重要であることが示された。国においても保健師の標準的なキャリアラダーが、県においても「滋賀

県保健師人材育成指針」が示され、市においても平成 27 年 4 月から「彦根市保健師人材育成実施要

領」に基づき、計画的・体系的な人材育成を実施しているところ。 

取組内容 

新任保健師(1～3 年目)には直接指導者(プリセプター)による指導を実施し、評価シートに基づく面

談を３、６か月、１年、２年、３年の時期に実施。4 年目以降の保健師はキャリアレベルチェック票

により各自活動内容の達成度を確認し、リーダー保健師(係長級以上の者)による面談を年 1 回実施。

滋賀県の実施するラダー別研修の計画的な参加調整の実施。 

目標 計画的な保健師人材育成の実施。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

計画の推進   
 

  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施 
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取組項目 
在宅勤務の実施に伴う環境整備および制度の定着に向けた

取組 
担当課 

企画振興部情報政策課・総

務部人事課・働き方・業務

改革推進課 

現状と課題 

 多様な働き方のひとつである在宅勤務について、本市における新型コロナウイルス感染症などの感

染症の拡大を防止することに加え、働き方改革に伴う職員のワーク・ライフ・バランスや就労満足度

の向上に資すること等を目的とし、要領の策定や貸出端末の整備などの環境整備、運用上の全庁的な

ルールを作成した。今後は制度の定着を図っていく必要がある。 

取組内容 

 「彦根市在宅勤務実施要領」を策定するとともに、貸出端末や在宅勤務の実施に必要となるシステ

ム調達等の環境整備を行った。 

 運用上のルール策定については、働き方・業務改革推進本部のワークスタイル部会において、「在宅

勤務の手引き」を策定し、職員に共有を図った。また、組織に制度を定着させることを目的に令和３

年２月 4 日から 26 日を「彦根市職員の働き方・業務改革推進期間」と位置づけ、在宅勤務の取得を

促す取組を実施した。 

目標 
３密の回避など新型コロナウイルス感染症対策としての制度活用 

多様な働き方を選択できる環境整備、組織風土の醸成 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

貸 出 端 末 お よ

び シ ス テ ム 整

備 

     

要 領 や 手 引 き

の内容更新 
     

制 度 の 定 着 に

向けた取組 
     

  

実施 

随時実施 

実施 
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ⅱ 市民サービス向上のための施策の推進 

取組項目 キャッシュレス化に向けた取組 担当課 
市民環境部ライフサービ

ス課・各課 

現状と課題 

キャッシュレス決済については、令和 2 年 3 月時点で、税、保険料、水道料金で使用可能となって

おり、令和 2 年 11 月から、各種証明書手数料や博物館観覧料等の支払いにＰａｙＰａｙ支払いを導

入した。 

取組内容 
対応するキャッシュレス決済サービスの拡充検討や、他業務への適用範囲の拡大について働き方・

業務改革推進本部市民サービス向上部会において引き続き検討を行う。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

キ ャ ッ シ ュ レ

ス 
  

 
  

 

取組項目 異動受付支援システムの検討 担当課 
市民環境部ライフサービ

ス課 

現状と課題 

 従来、住民異動の手続きは窓口コンシェルジュの案内により来庁者に申請書を記入していただき、

受付時に確認した上で申請書の修正等を行っていた。申請書の記入に時間がかかり、更に申請書類に

不備がある場合は受付できないこともある。また、各種証明書の請求が必要な場合は、別途申請書を

記入していただき、来庁者の負担になっている。 

取組内容 

 先進地である東京都渋谷区が既に導入し、住民異動の受付時は、カウンターで聞き取り申請書は職

員がシステム入力を行い、最後に来庁者が確認し電子署名を頂いている。さらに各種証明書の申請書

もシステムから出力することが可能で、来庁者は最低限の記入と署名を頂くだけで完了している。来

庁者の負担軽減と他の手続きも効率よく受付できるため、市民サービスの向上と職員負担の軽減が図

れることから、同システムの導入を決定し、令和 3 年 3 月から稼働を開始した。 

目標  申請者の利便性向上と職員負担の軽減を図る。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

施策の推進      

 
 

取組項目 総合窓口化とアウトソーシングの方針の推進（再掲） 担当課 
市民環境部ライフサービ

ス課・総務部人事課・各課 

 
 

運用 

キャッシュレス決済の対応拡大についても都度検討を行う 

調査 検討 準備 実施 
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取組項目 自治会長合同説明会の動画配信 担当課 
企画振興部まちづくり推

進課 

現状と課題 

令和 2 年度から、300 名を超える自治会長に集まっていただく補助金等の説明会は新型コロナウイ

ルス感染症拡大の状況を鑑み、開催中止としている。当日説明する予定であった内容を動画化し、市

HP で公開するとともに、全自治会長等へは、動画視聴の方法等案内文書を同封した資料を郵送して

いる。時間を問わず繰り返し視聴できることや、説明会を開催することに伴う時間の拘束がないこと

などから、反応は概ね好評である。開催準備がなくなり、資料作成・発送と動画作成のみになったた

め、業務量も減少した。課題としては、動画作成業務のマニュアル化が困難である点や動画の質の均

一化が図りがたいことである。 

取組内容 

令和元年度末に検討の上決定し、令和 2 年度に運用開始した。動画は、4 月下旬から 5 月上旬の配

信を目標としている。そのため、前年度末には準備を開始し、4 月初旬には今年度の補助内容等説明

内容の口述書を作成の上、各担当による録音を実施する。その後 4 月中旬より、資料編集と並行して

動画編集を行い、シティプロモーション推進課の承認を経て公開する。また、市長の挨拶については、

音声だけでなく画像を含めた動画撮影と編集を行うが、いずれの動画も、テロップを入れることで、

アクセシビリティに配慮するものとする。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

動 画 で の 説 明

会実施 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検討 

運用 
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取組項目 
押印の廃止等による行政手続の簡素化および電子化に関す

る検討 
担当課 

市長直轄組織行政デジタ

ル推進課・企画振興部情報

政策課・総務部働き方・業

務改革推進課 

現状と課題 

 行政手続における書面規制、押印、対面規制の見直しを行うことは、新型コロナウイルス感染症の

まん延防止のみならず、業務そのものの見直しや効率化が図られ、行政サービスの効率的・効果的な

提供にも資するものであり、各地方公共団体においても、書面規制、押印、対面規制の見直しに積極

的に取り組むよう国から通知された。（「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しに

ついて」令和 2 年 7 月 7 日総務省自治行政局長通知） 

 国の通知を受け、本市の行政手続を調査したところ、押印を申請者に求めているものは約 2,500 件

であり、そのうち、市の裁量によって見直しが可能な手続は約 2,100 件であった。 

電子申請については、児童手当の現況届の提出や各種健診の申込、保育所等利用申込、市政への意見・

提言等に使用されているが、マイナポータルについては活用が進んでいない。 

取組内容 

  手続の見直しを行うため、令和 2 年度に「押印の廃止等による行政手続の簡素化および電子化に

関する検討要領」を策定し見直しを行った。同年度に市の裁量によって見直しが可能な手続約 2,100

件のうち約 1,900 件の見直しを完了し、規則等の根拠のないものについては令和 3 年 1 月から、規則

等の根拠のあるものについては、規則等の整備を行った上、令和 3 年 4 月から見直し後の運用を開始

した。 

令和 3 年度以降は、電子での申請受付に係る条例整備および押印の見直しが完了したものを中心に

順次電子での申請受付を開始する。また、マイナポータルを活用した電子申請が可能な業務について、

担当課と調整のうえ、可能なものから順次対応を行う。 

電子申請の拡充検討と同時に RPA などの導入検討を行い、業務の効率化を図っていく。 

目標 【目標値】行政手続の簡素化および電子化による市民サービスの向上、業務の効率化 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

押印の見直し  
    

規則等の改正      

電 子 申 請 に 係

る条例の制定 
     

電 子 申 請 の 拡

充 
    

 

業 務 効 率 化 の

検討 
   

 
 

 
 

検討 実施 

検討 制定 

実施 

実施 

検討 実施 
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Ⅲ 市民の参画と協働によるまちづくり 

ⅰ 透明性の高い行財政運営の推進 

取組項目 「市政への意見・提言」の実施 担当課 
企画振興部まちづくり推

進課 

現状と課題 
住みよいまちづくりを進めるため、市民の皆さんから市政に対するご意見をいただき、市政運営に活

かしていく「市政への意見・提言」事業を実施している。 

取組内容 

 市民の意見・提言を広く聴き、対話の行政を進めるために、「市政への意見・提言」専用用紙の広報

ひこね（7 月・12 月）への掲載や彦根市ホームページにおける投稿ページの開設を行っている。 

【実績】 

○平成 28 年度投稿件数  201 件（156 通） ○平成 29 年度投稿件数  207 件（176 通） 

○平成 30 年度投稿件数  221 件（200 通）  〇令和元年度投稿件数  287 件（220 通） 

〇令和  2 年度投稿件数  355 件（301 通） 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

施策の推進      

 

取組項目 意見公募手続の推進 担当課 
企画振興部まちづくり推

進課 

現状と課題 

彦根市の基本的な政策等を策定する場合に、事前に政策等の案の内容を公表して広く市民等から意見

を募集し、それを考慮して政策等の意思決定を行うとともに、提出された意見とそれに対する市の考

え方等を公表している。 

取組内容 

市民等の市政への参加を促進するため、彦根市意見公募手続要綱（平成 19 年告示）に基づき意見公募

手続を実施している。 

【実績】 

○平成 28 年度実施件数  20 件 ○平成 29 年度実施件数  12 件 

○平成 30 年度実施件数  10 件 〇令和元年度実施件数    7 件 

〇令和  2 年度実施件数  12 件 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

施策の推進      

 
  

実施 

実施 
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取組項目 違反対象物公表制度の実施 担当課 消防本部予防課 

現状と課題 

平成 30 年 4 月 1 日から運用開始された違反対象物に係る公表制度については、是正指導を強化し

て取り組んだ結果、不備・違反事項は大幅に是正されるまでに至ったが、把握していない対象物も含

め、全ての消防法令違反に対して是正指導を行う必要があることから、新たな査察および違反処理体

制を構築し強化するとともに、査察員のレベルアップを図り、予防査察を継続安定的に実施すること

により、市民の安全・安心につなげる必要がある。 

取組内容 

重大な消防法令違反のある建物について、建物の危険性に関する情報を市ホームページ上に公表し、

利用者である市民等の選択を通じて火災被害の軽減を図るとともに、建物の関係者による防火安全対

策の確立を促すもの。 

また、消防本部が把握する防火対象物全ての違反状況の把握のため、工場等の不特定多数の者が出

入りしない施設についても立入検査を実施するとともに、重大違反対象物の是正への取り組みを進め

る。 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

施策の推進   
  

 

 
 
     
  

実施 
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ⅱ 市民との協働による市政の推進 

取組項目 彦根市シティプロモーション戦略の推進 担当課 
企画振興部シティプロモ

ーション推進課 

現状と課題 

 本質的なまちの魅力発信を促進するためには、市民がまちの魅力を他者に推奨する意欲やまちづく

りに参画する意欲、まちづくりの実践者等への感謝（応援）意欲を向上させることで、市全体の魅力

度と情報発信力を高めていく必要があるが、こうした、持続可能なシティプロモーションの推進には、

行政による事業執行型の取組ではなく、市民が「私のまち・彦根」の課題に対し、自発的に取り組め

る環境が必要である。 

取組内容 

市民の主体的なシティプロモーション活動を推進するため、官民協働の推進組織を構成し、「彦根市シ

ティプロモーション戦略」に基づいた事業を市民が主体的に実施することで、市全体の情報発信力強

化を図る。 

   ①【協働事業】 市民参加型のオープン座談会 Good Roots Meeting の企画運営  

   ②【熱を伝える場づくり事業】 プレゼンテーションイベントの企画開催  

   ③【共感を生む情報発信事業】 WEB サイトの自主運営、フリーペーパー等の発行 

目標 

【目標値】市民の推奨意欲、参画意欲、感謝意欲を市民アンケートにより把握し、顧客ロイヤルティ

（信頼度・愛着度）を測る指標：ＮＰＳ（ネット・プロモーター・スコア）の考え方を活用して数値

化。経年変化を見ながら、各指標の向上を図っていく。 

＜現状数値＞  

推奨意欲：－0.1、参画意欲：-16.6、感謝意欲：＋57.2 （平成 30 年度） 

推奨意欲：-3.6、参画意欲：-3.4、感謝意欲：＋39.4 （令和元年度） 

推奨意欲：-0.9、参画意欲：-8.7、感謝意欲：+54.8 （令和 2 年度） 

＜令和 6 年度目標数値＞ 推奨意欲：＋25.0、参画意欲：＋5.0、感謝意欲：＋65.0 

スケジュール Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ 

【協働事業】 
 

    

【熱を伝える

場づくり事業】 
  

 
  

【共感を生む

情報発信事業】 
  

 
  

戦 略 の 進 捗 管

理 
  

 
  

 
 
 

実施 

実施 

実施 

見直し 


